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Information

身
体
障
害
者
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
に

つ
い
て

税

介
護
保
険
標
準
負
担
額
等

減
額
申
請
に
つ
い
て

介
護

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
！

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
が
追
加
さ
れ
ま
す

減
免
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車

等
は
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
、

又
は
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
（
身

体
障
害
者
で
年
齢
が
１８
歳
未
満
の

者
又
は
精
神
障
害
者
に
あ
っ
て
は

そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が

取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
軽
自
動

車
等
を
含
む
。）
で
、
そ
の
身
体
障

害
者
も
し
く
は
精
神
障
害
者
と
生

計
を
一
に
す
る
者
又
は
当
該
身
体

障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み

で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限

る
。）
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転

す
る
も
の
の
う
ち
、
１
台
に
限
り

減
免
さ
れ
ま
す
。

減
免
の
申
請
に
は
、
次
の
も
の

が
必
要
で
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病

者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
・
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

②
運
転
免
許
証

③
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

④
印
鑑

な
お
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
納
期

限
７
日
前
ま
で
（
５
月
２４
日
（
金
）

ま
で
）
に
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く

だ
さ
い
。

※
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
受
付
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

役
場
税
務
課
町
民
税
係

９
８
５
―
４
１
１
０

介
護
保
険
施
設
（
老
人
保
健
施

設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
に
入
所
又

は
入
院
し
て
い
る
方
は
食
事
に
か

か
る
標
準
負
担
が
必
要
で
す
が
、

次
の
方
は
、
標
準
負
担
額
が
減
額

さ
れ
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
現
在
減
額
さ
れ
て
い
る

方
も
、
認
定
の
有
効
期
間
が
５
月

３１
日
（
金
）
で
切
れ
ま
す
の
で
、

再
度
更
新
し
て
く
だ
さ
い
。

①
住
民
基
本
台
帳
の
世
帯
全
員
が

町
民
税
非
課
税
で
あ
る
場
合

（
１
日
当
た
り
本
人
負
担
５
０
０
円
）

②
生
活
保
護
世
帯
又
は
老
齢
福
祉

年
金
受
給
者
で
あ
っ
て
住
民
基

本
台
帳
の
世
帯
全
員
が
町
民
税

非
課
税
で
あ
る
場
合

（
１
日
当
た
り
本
人
負
担
３
０
０
円
）

※
標
準
負
担
減
額
認
定
申
請
書
は
、

各
施
設
に
も
送
付
し
て
い
ま
す
。

お
問
合
せ
先

役
場
介
護
保
険
課
介
護
給
付
係

９
８
５
―
４
１
１
５

保
険
料
を

納
め
な
い
で
い
る
と
…

滞
納
期
間
に
応
じ
て
次
の
よ
う

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

●
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
し
て

い
る
場
合

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
費
用
の

全
額
を
負
担
し
、
申
請
に
よ
り
後

で
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
（
償
還
払

い
）。

●
保
険
料
を
１
年
６
か
月
以
上
滞

納
し
て
い
る
場
合

前
記
に
よ
り
償
還
払
い
さ
れ
る

費
用
の
全
部
又
は
一
部
が
差
し
止

め
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
滞
納
し

て
い
る
保
険
料
の
額
と
差
し
止
め

た
給
付
の
額
と
を
相
殺
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

●
保
険
料
を
２
年
以
上
滞
納
し
て

い
る
場
合

利
用
者
負
担
が
１
割
か
ら
３
割

負
担
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、

高
額
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

お
問
合
せ
先

役
場
介
護
保
険
課
保
険
料
係

９
８
５
―
４
１
１
５

「
広
報
ま
さ
き
」
４
月
号
に

あ
わ
せ
て
配
布
し
た
「
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
」
に
、
登
載
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
事
業
者
の
追
加
が
あ
り

ま
す
。
皆
さ
ん
に
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
事
業
者
で
す
。

今
後
と
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

役
場
介
護
保
険
課
介
護
給
付
係

９
８
５
―
４
１
１
５

事　業　者

〒７９１－３１３２
松前町西高柳２４６－４

９８５－２０００
FAX９８５－３１１６

随　　時
訪 問 看 護
居宅療養管理指導

９：００～１７：００
土曜日９：００～１２：００
休み：日曜日、祝日、

年末年始

福 祉 用 具 貸 与
福祉用具購入・
住宅改修の相談
にも応じます。

連 　 絡 　 先 サービス提供日時 サ ー ビ ス 内 容 そ の 他 ・ 備 考

〒７９０－０８１１
松山市本町５丁目６－１

９２３－５７７０
FAX９２３－５７７０

し の ざ き 医 院

愛媛福祉器具㈲




